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は  じ  め  に 
 

～ 事務の点検・評価の意義及び取組について ～ 
 

 

 今日、教育を取り巻く環境がめまぐるしく変化する中で、教育委員会においては、責任

体制の明確化や体制の充実を図り、教育行政の中心的な担い手としてその役割を果たして

いくことが求められております。 

 平成１９年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正により、教

育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検・評価を行

い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することが義務付けられま

した。 

このことを受け、大空町教育委員会としては、効果的な教育行政の推進に資するととも

に、町民の皆様への説明責任を果たすため、教育委員会の事務の管理・執行状況について、

毎年度、点検・評価を行い、報告書を作成し平成２０年度分から公表しております。 

本年度は、平成２３年度に教育委員会が行った活動状況や、大空町教育推進計画の実施

状況について、点検・評価を行い、成果や課題と課題解決に向けた取組の方向性を分かり

やすく記述しました。 

 今後とも『北海道教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告書』を参考に、点検・

評価の実施方法及び報告書の様式について改善・充実を図りながら、先に策定しました「大

空町教育推進計画」に基づく教育施策の着実な推進に努めてまいりたいと考えていますの

で、町民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

      平成２４年９月 

 

 

                                                          大空町教育委員会 
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第１部 教育委員会の活動状況 

 

１ 教育委員 

    大空町は、平成１８年３月３１日に旧女満別町と旧東藻琴村が合併して誕生しました。 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の附則第８条で、最初に任命される委員の任

期は、「定数が５名の場合は、二人が４年、一人が３年、一人が２年、一人が１年とする。 

この場合において、各新委員の任期は、地方公共団体の長が定める。」とされていることか

ら、下記の表の任期となっている。 

 

役  職 委  員  名 任          期 期 

 

委 員 長 

 

合 田 秀 樹 
平成１８年６月１２日～２０年６月１１日 

平成２０年６月１２日～２４年６月１１日 

Ⅰ期 

 Ⅱ期 

委 員 長 

職務代理者 

 

相 馬   隆 平成２３年１２月２６日～２５年６月１１日 Ⅰ期 

 

委   員 

 

 

丹 羽 早 苗 
平成１９年６月１２日～２２年６月１１日 

平成２２年６月１２日～２６年６月１１日 

Ⅰ期 

 Ⅱ期 

 

委   員 

 

 

福 田 淳 一 

 

 平成２３年６月１２日～２７年６月１１日 

 

 Ⅰ期 

 

委員(教育長) 

 

渡 邊 國 夫 

 

 平成２２年６月１２日～２６年６月１１日 

 

 Ⅰ期 

＊相馬委員は、前任者が任期途中で退任されたため、残任期間（Ⅰ期）となった。 
＊丹羽委員は、前任者が任期途中で退任されたため、残任期間（Ⅰ期）となった。 

    

２ 教育委員会の会議等の開催状況 

(1)  教育委員会会議と付議された案件等 

教育委員会会議は、原則として公開であるが、個人情報に係る場合は非公開としている。   

また、会議は毎月１回を定例としているが、急な案件がある場合は随時開催している。 
                        

＊回数は年度初めの４月から年度末の３月までの開催回数を表記 

回数 開催年月日 出席数 開催場所 付議案件（報告、議案、その他） 公開別 結果

第１回  平成23年 4月22日  ５名 東藻琴総合支所委員会室   

〔議案〕  

・大空町立学校評議員の委嘱について 

・大空町体育指導委員の解嘱について 

 

公 開

公 開

 

議決

議決

-１- 



 

 

 ・大空町体育指導委員の委嘱について 

 ・平成２３年度大空町一般会計補正予算（第１号）のうち教育委員会関係補 

正予算（第１号）について 

公 開

公 開

 

議決

議決

 

第２回  平成23年 5月27日  ５名  東藻琴総合支所第１会議室 
  

〔議案〕 

・大空町学校給食センター運営委員会委員の解嘱について 

・大空町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

・平成２３年度大空町教育推進方針について 

 ・平成２３年度大空町教育委員会事務局の経営方針について 

・準要保護児童生徒の認定について 

 ・幼稚園保育料及び預かり保育所保育料の減免に係る準要保護世帯の認定に 

ついて 

 ・奨学金の貸付について 

 

公 開

公 開

公 開

公 開

非公開

非公開

 

非公開

 

議決

議決

議決

議決

議決

議決

 

議決

第３回  平成23年 6月12日  ５名 東藻琴総合支所委員会室 
  

〔議案〕  

・平成２３年度大空町一般会計補正予算（第２号）のうち教育委員会関係補 

正予算（第２号）について 

・平成２３年度大空町社会教育推進計画について 

 

公 開

 

公 開

 

議決

 

議決

第４回  平成23年 7月20日  ５名  東藻琴総合支所委員会室   

〔議案〕  

・大空町教育委員会事務局職員の任免について 

・準要保護児童生徒の認定について 

・幼稚園保育料及び預かり保育所保育料の減免に係る準要保護世帯の認定に 

ついて 

 

公 開

非公開

非公開

 

議決

議決

議決

第５回 平成23年 8月23日 ５名 女満別研修会館第２会議室   

〔報告〕 

・女満別小学校建設工事（体育館）請負契約等の締結について 

・平成２４年度北海道東藻琴高等学校において使用する教科用図書について 

〔議案〕  

 ・平成２３年度全国学力・学習状況調査問題を活用した北海道における学力 

等調査の実施について 

・平成２４年度に使用する小学校及び中学校用教科用図書並びに平成２４年 

度使用教科用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採 

択について 

・大空町特別職公務員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例制定 

について 

・大空町教育委員会事務組織規則の一部を改正する規則制定について 

・大空町体育指導委員規則の一部を改正する規則制定について 

 

公 開

公 開

 

公 開

 

公 開

 

 

公 開

 

公 開

公 開

 

議決

議決

 

議決

 

議決

 

 

議決

 

議決

議決

-２- 



 

 

第６回  平成23年 9月12日  ５名 東藻琴総合支所委員会室   

〔議案〕 

・平成２３年度大空町一般会計補正予算（第５号）のうち教育委員会関係 

補正予算（第３号）について 

・平成２２年度大空町教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告書 

について 

 

公 開

 

公 開

 

 

議決

 

議決

 

第７回 平成23年10月24日  ５名 女満別研修会館第２会議室   

〔議案〕 

・大空町女満別伝承館条例の一部を改正する条例制定について 

・大空町女満別伝承館条例施行規則の一部を改正する規則制定について 

 

公 開

公 開

 

議決

議決

第８回  平成23年11月24日  ４名 東藻琴総合支所第１会議室   

〔議案〕   

・大空町立へき地保育所条例の一部を改正する条例制定について 

・大空町教育委員会委員の辞職について 

・大空町就学指導委員会委員の解嘱について 

・大空町就学指導委員会委員の委嘱について 

・大空町立豊住小学校の大空町立女満別小学校への統合時期について 

 

公 開

公 開

公 開

公 開

公 開

 

議決

議決

議決

議決

議決

第９回  平成23年12月14日  ４名 東藻琴総合支所委員会室   

〔議案〕   

・平成２３年度大空町一般会計補正予算（第８号）のうち教育委員会関係 

補正予算（第４号）について 

・大空町立学校管理規則の一部を改正する規則の制定について 

・大空町立学校管理規程の一部を改正する訓令の制定について 

・大空町立学校における事務主任の命課基準の一部を改正する訓令の制定 

について 

・大空町立学校における事務主幹の命課基準の制定について 

 

公 開

 

公 開

公 開

公 開

 

公 開

 

議決

 

議決

議決

議決

 

議決

第10回  平成23年12月26日  ５名 女満別研修会館第２会議室 
  

〔議案〕   

・大空町教育委員会事務局職員の任免について 

 

公 開

 

議決

第11回  平成24年 1月24日  ５名 東藻琴総合支所第１会議室   

〔議案〕 

・大空町高等学校制服購入費補助要綱の制定について 

・大空町スポーツ推進委員の解職について 

 

公 開

公 開

 

議決

議決

-３- 



 

 

第12回 平成24年 2月 7日 ５名 東藻琴総合支所委員会室   

〔議案〕   

・平成２３年度大空町一般会計補正予算（第９号）のうち教育委員会関係補 

正予算（第５号）について 

・大空町北海道女満別高等学校野球部甲子園出場協賛会事業補助金交付要綱 

の制定について 

 

公 開

 

公 開

 

議決

 

議決

第13回  平成24年 2月23日  ５名 東藻琴総合支所第１会議室   

〔報告〕 

 ・平成２４年度特別支援学校入学及び特別支援学級入級に係る児童・生徒の 

  就学について  

〔議案〕 

・大空町社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例制定について 

・大空町図書館条例の一部を改正する条例制定について 

・大空町図書館条例施行規則の一部を改正する規則制定について 

・大空町東藻琴公民館条例の一部を改正する条例制定について 

・大空町東藻琴農村環境改善センター条例の一部を改正する条例制定につい 

 て 

・大空町特別職公務員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例制定に 

ついて 

・大空町体育施設条例の一部を改正する条例制定について 

・大空町体育施設条例施行規則の一部を改正する規則制定について 

・平成２３年度大空町一般会計補正予算（第１０号）のうち教育費関係補正 

予算（第６号）について 

・平成２４年度大空町一般会計予算のうち教育費関係予算について 

・大空町職員定数条例の一部改正のうち教育委員会の事務部局職員及びその 

所管に属する機関の職員の定数の改正について 

 

公 開

 

 

公 開

公 開

公 開

公 開

公 開

 

公 開

 

公 開

公 開

公 開

 

公 開

公 開

 

議決

 

 

議決

議決

議決

議決

議決

 

議決

 

議決

議決

議決

 

議決

議決

第14回  平成24年 3月28日  ５名 東藻琴総合支所委員会室   

〔報告〕 

 ・指定管理者の指定について 

〔議案〕   

・学校職員人事異動の内申について 

・大空町学校医の委嘱について 

・大空町学校歯科医の委嘱について 

・大空町学校薬剤師の委嘱について 

・大空町就学指導委員会委員の委嘱について 

・大空町社会教育委員の委嘱について 

・大空町スポーツ推進委員の委嘱について 

・大空町青少年健全育成指導員の任命について 

・大空町生涯学習奨励員の委嘱について 

・大空町図書館協議会委員の解任について 

 

公 開

 

公 開

公 開

公 開

公 開

公 開

公 開

公 開

公 開

公 開

公 開

 

議決

 

議決

議決

議決

議決

議決

議決

議決

議決

議決

議決

-４- 



 

 

・大空町図書館協議会委員の任命について 

・大空町立学校管理規則の一部を改正する規則制定について 

・大空町学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則制定について 

・大空町学校給食センター運営委員会委員の解嘱について 

・大空町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

・平成２４年度学校給食費の額の決定について 

・大空町教育委員会事務組織規則の一部を改正する規則制定について 

・大空町教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令制定について 

・大空町教育委員会公印規程の一部を改正する訓令制定について 

・大空町外国語指導助手勤務成績評定要領の一部を改正する訓令制定につい 

 て 

・大空町生涯学習リーダーネット要綱の一部を改正する告示制定について 

・大空町特別支援連携協議会設置要綱の一部を改正する告示制定について 

・大空町教育委員会事務局職員の任免について 

公 開

公 開

公 開

公 開

公 開

公 開

公 開

公 開

公 開

公 開

 

公 開

公 開

公 開

議決

議決

議決

議決

議決

議決

議決

議決

議決

議決

 

議決

議決

議決

 
 
 
 
 

-５- 



 

 

 

(2) 教育委員会協議会の開催状況 

教育委員会協議会は、委員各位の自由な意見交換の場として、必要に応じて非公開で開
催している。 

 

回数 開催年月日 開催場所 出席数 公開別

  １ 

平成２３年 ４月２２日 東藻琴総合支所委員会室 ５名 非公開

〔協議題〕・豊住小学校の統合に関する懇談会等の開催状況について 

  ２ 

平成２３年 ８月２３日 女満別研修会館第２会議室 ５名 非公開

〔協議題〕・北海道女満別高等学校の２間口確保に関する要望活動について 

・豊住小学校の統合に関する懇談会等の開催状況について 

・豊住小学校の統合の時期について 

  ３ 

平成２３年 ９月１２日 東藻琴総合支所委員会室 ５名 非公開

〔協議題〕・ＪＡオホーツク網走からの東藻琴幼稚園・保育園への牛乳提供について 

・豊住小学校の統合について 

・北海道女満別高等学校の間口について 

・大空町外国語教育推進教諭に係る業務実施要領（案）について 

  ４ 

平成２３年１０月２４日 女満別研修会館第２会議室 ５名 非公開

〔協議題〕・豊住小学校の統合について 

  ５ 

平成２４年 １月２４日 東藻琴総合支所第１会議室 ５名 非公開

〔協議題〕・教育委員会事務局の組織再編について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-６- 



 

 

３ 条例・規則等の制定、計画等の策定状況 

    平成２３年度中に制定された条例は９、規則は９、要綱等は１０である。 

（１） 条例・規則・要綱・規程  

類別 題         名 公布年月日 施行年月日 

条例 ・大空町特別職公務員の報酬及び費用弁償条例の一部を

改正する条例 

・大空町女満別伝承館条例の一部を改正する条例 

・大空町立へき地保育所条例の一部を改正する条例 

・大空町特別職公務員の報酬及び費用弁償条例の一部

を改正する条例 

・大空町社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例

・大空町東藻琴公民館条例の一部を改正する条例 

・大空町図書館条例の一部を改正する条例 

・大空町体育施設条例の一部を改正する条例 

・大空町東藻琴農村環境改善センター条例の一部を改正

する条例 

23・ 9・22 

 

23・12・21 

 23・12・21 

24・ 3・15 

 

24・ 3・15 

24・ 3・15 

24・ 3・15 

24・ 3・15 

24・ 3・15 

23・ 9・22 

 

23・12・21 

24・ 4・ 1 

24・ 4・ 1 

 

24・ 4・ 1 

24・ 4・ 1 

24・ 4・ 1 

24・ 4・ 1 

24・ 4・ 1 

規則 ・大空町教育委員会事務組織規則の一部を改正する規則

・大空町体育指導委員規則の一部を改正する規則 

・大空町女満別伝承館条例施行規則の一部を改正する規則

・大空町立学校管理規則の一部を改正する規則 

・大空町図書館条例施行規則の一部を改正する規則 

・大空町体育施設条例施行規則の一部を改正する規則 

・大空町学校給食センター条例施行規則の一部を改正す

る規則 

・大空町教育委員会事務組織規則の一部を改正する規則

・大空町立学校管理規則の一部を改正する規則 

23・ 9・22 

23・ 9・22 

23・12・21 

23・12・26 

24・ 3・19 

24・ 3・19 

24・ 3・30 

 

24・ 3・30 

24・ 3・30 

23・ 9・22 

23・ 9・22 

23・12・21 

24・ 4・ 1 

24・ 4・ 1 

24・ 4・ 1 

24・ 4・ 1 

 

24・ 4・ 1 

24・ 4・ 1 

告示 ・大空町高等学校制服購入費補助要綱 

・大空町北海道女満別高等学校野球部甲子園出場協賛会

事業補助金交付要綱 

・大空町生涯学習リーダーネット要綱の一部を改正する

告示 

・大空町特別支援連携協議会設置要綱の一部を改正する

 告示 

 24・ 1・27 

24・ 2・10 

 

24・ 3・30 

 

 24・ 3・30 

24・ 2・ 1 

24・ 2・10 

 

24・ 4・ 1 

 

24・ 4・ 1 

訓令 ・大空町立学校管理規程の一部を改正する訓令 

・大空町立学校における事務主任の命課基準の一部を改

正する訓令 

・大空町立学校における事務主幹の命課基準 

・大空町教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令

・大空町教育委員会公印規程の一部を改正する訓令 

・大空町外国語指導助手勤務成績評定要領の一部を改正

する訓令 

 23・12・26 

23・12・26 

 

23・12・26 

24・ 3・30 

24・ 3・30 

24・ 3・30 

 

24・ 4・ 1 

24・ 4・ 1 

 

24・ 4・ 1 

24・ 4・ 1 

24・ 4・ 1 

24・ 4・ 1 
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（２） 主な計画等の策定状況 
 

  年月日            計  画  等  名 

  21. 3.30  大空町教育推進計画（平成21～28年度） 

  23. 5.27  平成２３年度大空町教育推進方針 

  23. 6.12  平成２３年度社会教育推進計画 

 

 

４ 教育委員会委員の活動状況 

教育委員会委員は、教育委員の定例会議や協議会のほか、オホーツク管内及び網走ブロック

教育委員会協議会の総会・研修会、町内の各幼稚園や各小中高等学校の入学式・卒業式への参

列、学校視察などの活動をしている。 

  このほか教育委員長は、毎回の定例町議会に出席している。 

 

開催年月日 開催場所 出席委員数 備     考 

平成23年 4月 4日 東藻琴農村環境改セ

ンター 

４名 学校職員辞令交付式 

平成23年 4月 6日 

       ～ 

平成23年 4月11日 

各幼稚園・各学校 ５名 各幼稚園・各小中高等学校の入学式

へ参列 

平成23年 6月 2日 町 内 ５名 大空町教育懇話会 

平成23年 6月 7日 網走市 教育委員長

教育長 

オホーツク管内教育委員会協議会役

員会・総会 

平成23年 7月 1日 清里町 ５名 網走ブロック教育委員会協議会総会

・研修会 

平成23年 7月 7日 札幌市 ５名 北海道市町村教育委員研修会 

平成23年12月 6日 網走市 ４名 オホーツク管内市町村教育委員大会

平成24年 1月 8日 議事堂文化ホール ５名 大空町成人式 

平成24年 1月24日 

       ～ 

平成24年 2月 7日 

各幼稚園・各学校 ５名 各幼稚園・各小中高等学校の視察 

（小・中学校では全学級で公開され

た授業を参観） 

平成24年 2月27日 大空町役場１階１号

会議室 

４名 オホーツク管内市町村教育推進会議

平成24年 3月 1日 

       ～  

平成24年 3月23日 

各幼稚園・各学校 

 

５名 各幼稚園・各小中高等学校の卒業式

へ参列 

平成24年 3月16日 町 内 ５名 大空町教育懇話会 
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５ 教育関係機関等の活動状況 

    条例等の定めに基づいて委嘱又は任命された委員で構成する教育関係機関等においては、様 

々な活動がなされている。 

 

機  関  名  等 委員数 主な協議事項及び活動内容 

大空町社会教育委員会  １６ ・社会教育委員全体会議（３回） 

・平成２３年度大空町社会教育計画の策定と反省

評価 

・各種社会教育事業への参画・観察 

・自主研修事業の実施 

大空町就学指導委員会  １２ ・特別支援学級入級並びに特別支援学校入学に係

る児童生徒の就学の適正について 

大空町学校給食センター運営委員会  １２ ・平成２２年度大空町学校給食収支決算について

・平成２３年度大空町学校給食収支予算について

・大空町学校給食費の決定について 

大空町スポーツ推進委員会  ２０ ・平成２３年度事業計画について 

・自主研修について 

・各種社会体育事業の主催・支援・協力 

大空町青少年健全育成指導員会議  １２ ・平成２３年度活動計画について 

・大空町青少年健全育成町民会議との連携 

大空町図書館協議会   ５ ・平成２２年度大空町図書館事業及び実績報告に

 ついて 

・平成２３年度大空町図書館事業計画について 

大空町青少年問題協議会 １６ ・青少年の状況と育成環境について 

・青少年の健全育成・指導等について 

・青少年健全育成関係機関・団体の取組について

大空町生涯学習奨励員会  ２０ ・町民大学の企画・運営 

・生涯学習情報の提供 

・町民の生涯学習活動支援 

大空町学校評議員会議 ２４ ・各幼稚園・各小中高等学校の経営計画概要の 

説明、意見交換 

・各幼稚園、各小中高等学校毎に評議員会を開催

大空町文化財保護審議会 １０ ・埋蔵文化財包蔵地等について 

・大空町指定文化財について 
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６ 学校に対する指導・助言・指示等の状況 

学校に対する指導・助言・指示等は、通知・通達等によるほか、定例の校長会議や教頭会議

も含めて年間を通して行っている。また、事案の発生等に応じて随時の指導・助言・指示も行

っている。 

(1)  通知・通達等 

 

   年月日                  件         名 

  23． 4． 1 市町村の小学校、中学校等の事務職員及び学校栄養職員の職務の級別格付基準取

扱要領の一部改正について（通知） 

  23． 4． 1 学校職員の育児休暇等の承認等及び補助教員の臨時的任用に関する事務取扱要

綱の改正について（通知） 

  23． 4． 4 北海道立学校職員服務規程の一部を改正する教育長訓令の制定について（通知）

23． 4．22 市町村立学校職員の勤勉手当に係る取扱要綱の一部改正について（通知） 

23． 4．25 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について（通知）

23.  4. 28 「修学旅行の引率業務に従事する道立学校職員の勤務時間の割振り等に関する

要領」の運用について（通知） 

23.  5. 17 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政

令の一部を改正する政令の施行について（通知） 

  23． 5．30 給与の口座振替事務取扱要領の一部改正について（通知） 

23． 5．30 北海道教育庁給与支給事務処理要綱の一部改正について（通知） 

23． 6． 1 住居手当に関する質疑応答集について（通知） 

23．12． 6 学校職員の年次休暇等の計画的な使用の促進について（通知） 

23．12．19 教職員の服務規律の保持について（通知） 

24． 1． 5 教育職員に係る懲戒処分等の状況、服務規律の確保及び教育職員のメンタルヘル

スの保持等について（通知） 

24． 1．10 北海道教育委員会から北海道教育大学付属学校への教員派遣等に係る確認書等

について（通知） 

 

(2)  校長会議及び教頭会議における示達等 

     校長会議は、各幼稚園、各小中高等学校の園長・校長が参加して毎月１回を定例として開  

催している。教頭会議は、各小中高等学校の教頭が参加して毎月１回を定例として開催して

いる。両会議の内容は全く同様なので、ここでは校長会議における主な示達内容を掲載する。 

 

開催年月日 主  な  示  達  等 

 23． 4． 4 

 （第１回） 

・主任の命課について 

・平成２３年度当初人事異動について              

・入学式における国旗・国歌の適正な実施に向けて 

・平成２３年度学校教育指導について 

・各学校の『学校経営計画書』の提出について 

・平成２３年度大空町教育経営計画書『大空町の教育』の発行について 

 23． 4．21 ・平成２３年度「大空町学び推進月間・５月（大空町学力・体力向上プラン） 
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 （第２回） の推進について 

・平成２３年度大空町教育推進方針（素案）について 

・幼稚園・各学校の学校経営計画書の提出について 

・平成２３年度大空町教育経営計画書「大空町の教育」の発行について 

・校内外の教育環境整備について 

・３月の学校経営報告書の交流について 

 23． 5．17 

 （第３回） 

・平成２３年度学校職員評価の実施について               

・勤勉手当に係る評定・判定について 

・フッ化物洗口普及事業について                    

・服務規律の遵守について 

・４月の学校経営報告書の交流について 

 23． 6．16 

 （第４回） 

・教職員の勤勉手当について 

・平成２４年度教頭昇任候補者について 

・市町村立の小学校及び中学校における事務主幹について          

・平成２３年度全国学力・学習状況調査問題を活用した北海道における学力調 

査について 

・チャレンジテストの取り組みについて 

・５月の学校経営報告書の交流について 

 23． 7．14 

 （第５回） 

・会計検査院の会計実地検査に係る事実確認等の実施について 

・第３９回交通安全・第６１回社会を明るくする運動大会及び町民ビッグデー 

参加お礼について 

・教職員の服務規律の保持について                     

・長期休業期間中の教員の勤務管理について                 

・平成２４年度教頭昇任候補者について 

・６月期の教職員の勤勉手当の結果について 

・６月の学校経営報告書の交流について 

 23． 8．18 

 （第６回） 

・平成２４年度一般教職員当初人事について 

・平成２４年度校長採用予定数について 

・平成２３年度全国学力・学習状況調査問題を活用した北海道における学力等 

調査について 

・７月の学校経営報告書の交流について 

 23． 9．13 

 （第７回） 

・平成２３年度学校職員身上調書（校長・教頭）の提出について 

・平成２３年度上半期学校課題解決スケジュールの評価結果及び下半期学校課 

題解決スケジュールの提出について 

・８月の学校経営報告書の交流について 

23．10．18 

 （第８回） 

・会計検査院による会計検査を踏まえた調査の実施等について         

・学校におけるフッ化物洗口の推進について                 

・学校職員の交通違反・事故発生状況について 

・９月の学校経営報告書の交流について 

 23．11．17 

 （第９回） 

・教職員給与費の適正執行等に関する調査の実施について           

・インフルエンザの感染予防の徹底と適時、的確な対応について 

・平成２３年度「大空町学校評価」の実施について 

・１０月の学校経営報告書の交流について 
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 23．12．12 

 （第10回） 

 

・教職員の服務規律の保持について

・教職員の１２月期勤勉手当について 

・教職員給与費の適正執行等に関する調査の実施及び会計検査院実地検査の結 

果について 

・教育委員による学校視察について                     

・豊住小学校と女満別小学校の統合について 

・大空町内高等学校への新入学生確保対策について             

・防災教育について 

・１１月の学校経営報告書の交流について 

 24． 1．17 

 （第11回） 

・会計検査院による実地検査結果について

・平成２３年度全国学力・学習調査問題を活用した北海道における学力等調査 

結果の活用について                           

・平成２３年度大空町教育委員会学校訪問の実施について          

・インフルエンザの感染予防の徹底と適時、的確な対応について       

・悪天候（吹雪・台風等）やインフルエンザ等における大空町児童センター及 

び東藻琴児童クラブ等の臨時休館基準の設定について 

・１２月の学校経営報告書の交流について 

 24． 2．16 

（第12回） 

・インフルエンザ感染予防の徹底について 

・教職員（管理職）の人事について                    

・全国学力・学習状況調査問題を活用した北海道における学力等調査の調査結 

果等の公表について  

・入学式・卒業式における国旗・国歌の適切な実施について         

・平成２３年度大空町教育推進方針の評価について             

・学校評価の実施について  

・１月の学校経営報告書の交流について 

 24． 3．19 

 （第13回） 

・教職員評価結果の提出について 

・学校評価結果の分析とまとめの提出について 

・学校評議員会の開催結果について 

・勤勉手当の評定記録について 

・教職員人事について                          

・主任等の命課状況の報告について 

・大空町立学校管理規則について                     

・平成２４年度全国学力・学習状況調査について               

・新しい学習指導要領の実施に伴う武道の授業の安全かつ円滑な実施について 

・入学式の日程について                        

・転出入に伴う挨拶回りの取り扱いについて 

・２月の学校経営報告書の交流について 
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７ 町民に対する情報提供 

    町民の公益に係る情報や教育委員会の活動に対する理解の促進及び学習情報の提供等に資  

するため、以下の情報提供を行っている。 

 (1) 情報の提供 

       情 報 誌 関 係              掲  載  内  容 

広報『おおぞら』及び『まちのおしらせ

』への掲載 

広報『おおぞら』に生涯学習情報「はばたき」欄、『まち

のおしらせ』に掲載 

・各種社会教育事業の情報     ・町民の文芸欄 

・社会教育関係団体の情報      ・文化公演の案内 

・大空町図書館の情報        ・町民文化祭の案内 

・大空町内高等学校の情報   ・各種募集案内 

随意掲載 

・幼稚園児の募集       ・奨学生の募集 

・町民大学の案内       ・小学校入学児童の紹介 

・女満別小学校改築に係る情報   ・就学費用の援助 

・幼稚園教諭(嘱託を含む)の募集              など 

 

(2) 図書館閲覧 

平成２３年度大空町教育経営計画書 

『大空町の教育』 （９月発行） 

・平成２３年度大空町教育推進の概要 

  (教育推進方針、主な教育予算及び事業、事務局の組織図

及び事務分掌 など) 

・平成２３年度社会教育推進計画 

・各幼稚園及び各小中高等学校の学校経営の概要 

・生涯学習・スポーツ施設利用案内 

・大空町の教育の歩み 

・大空町の各種委員・教育関係団体・施設   など 

 

 (3)  郷土資料館閲覧 

女満別地区郷土資料台帳 ・女満別郷土資料館に保存・展示されている物品について

の写真と説明文を掲載 

東藻琴地区郷土資料台帳 ・東藻琴ふるさと資料館に保存・展示されている物品につ

いての写真と説明文を掲載 

大空町郷土資料台帳 ・女満別地区郷土資料台帳と東藻琴地区郷土資料台帳に掲

載されている物品の内から重複しているものを除き全町

分を１冊にまとめて掲載 
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８ 平成２３年度教育関係予算の最終状況 

    平成２３年度教育関係の最終予算は、１，０６１，０７９千円で、一般会計総予算の約１３

％を占めている。  

                                                                              （千円） 

   項  及  び  目     予 算 額       項  及  び  目      予 算 額 

【民生費】 ４５，９９９  ５ 幼稚園費   ５１，０８７ 

２ 児童福祉費 ４５，９９９   (1)  幼稚園費    ５１，０８７ 

 (3) 保育所費 ４５，９９９  ６ 社会教育費    １０１，２６９ 

【教育費】 １，０１５，０８０   (1) 社会教育総務費       ３６，６３０ 

１ 教育総務費   ６５，０５４   (2)  青少年教育費         ５，６０５ 

  (1) 教育委員会費      １，８８８   (3)  芸術文化振興費         １，１３４ 

  (2)  事務局費   ５１，１８１   (4)  図書館費       ３８，８２５ 

  (3)  奨学金     ３   (5)  社会教育施設費       １９，０７５ 

  (4)  教員住宅費   １１，９８２  ７ 保健体育費     １６４，８１９ 

 ２ 小学校費  ４６０，６５７   (1) 保健体育総務費        ６，４５４ 

  (1) 学校管理費   ５７，６９５   (2)  体育施設費       ５２，１８４ 

  (2)  教育振興費    １６，６５３   (3)  給食センター費      １０６，１８１ 

 (3)  学校建設費 ３８６，３０９         計 １，０６１，０７９ 

 ３ 中学校費   １２０，２６４ 

  (1) 学校管理費 ３９，８１６ 

  (2)  教育振興費    ７，８９２ 

(3)  スクールバス運行費    ７２，５５６ 

 ４ 高等学校費     ５１，９３０ 

  (1)  定時制高等学校管理費    ２２，２１４ 

  (2)  教育振興費     ８，９９３ 

  (3)  高等学校実習費    １４，９０１ 

  (4)  寄宿舎費     ５，８２２ 
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９ 平成２３年度教育関係予算の主な事業に係る最終予算 

                                                                                       

事  業  名 事 業 費(千円) 主 な 事 業 内 容 

児童福祉費 

 ◇豊住保育園管理運営事業 ３１，７８１ ・保育園運営経費 

 ◇東藻琴保育園管理運営費    １４，１０１    同上 

 ◇託児通所助成事業       １１７ ・託児通所へ一部助成 

教育総務費 

 ◇教育行政運営事業       １，８８８ ・教育委員の活動 

 ◇教育委員会事務局運営事業   ６３，１６３

・女満別高等学校振興協議会活動への補助 

・中体連への補助 

・大空町学校教育振興協議会活動への補助 

・網走東学区高等教育機関への通学費等の経費助成 

・芸術文化鑑賞、ファームスクール 

・高等学校制服購入費補助 

・学校教育施設建設基金積立金 

 ◇奨学金貸付事業      ３ ・経済的に就学困難な者に対する学資貸付 

小学校費 

 ◇女満別小学校管理運営事業    ２８，７６１ ・小学校運営費 

 ◇豊住小学校管理運営事業     １０，７８０ ・小学校運営費 

 ◇東藻琴小学校管理運営事業      １７，１５４ ・小学校運営費 

◇豊住小学校開校百周年記念事業 １，０００ ・記念事業 

 ◇小学校教育振興事業        ８，３０４

・要保護・準要保護世帯及び特別支援教育を要する 

児童世帯への就学援助 

・児童の英語活動の推進 

・社会科副読本編集 

  ◇女満別小学校教育振興事業        ３，７２９ ・教科用、実験実習用教材文具等の整備 

 ◇豊住小学校教育振興事業        １，９２６ ・同 上 

 ◇東藻琴小学校教育振興事業       ２，６９４ ・同 上 

 ◇女満別小学校改築事業   ３８６，３０９ ・体育館建設、旧給食センター解体 

中学校費 

◇女満別中学校管理運営事業      ２０，９１５ ・中学校運営費 

◇女満別中学校教育振興事業        ２，６４４ ・教科用、実験実習用教材文具等の整備 

 ◇東藻琴中学校管理運営事業      １４，１７６ ・中学校運営費 

◇東藻琴中学校教育振興事業        １，５９０ ・教科用、実験実習用教材文具等の整備 

 ◇東藻琴中学校大規模改修事業 ４，７２５ ・実施設計 

 ◇中学校教育振興事業     ２，５０４
・要保護・準要保護世帯及び特別支援教育を要する 

生徒世帯への就学援助 

 ◇語学指導外国青年誘致事業           １，１５４ ・語学指導助手による語学指導経費 

 ◇スクールバス運行事業     ７２，５５６ ・スクールバス運営費 
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高等学校費 

  ◇東藻琴高等学校管理事業 ２２，２１４ ・高等学校運営費 

 ◇東藻琴高等学校教育振興事業      ８，９９３ ・研修・活動補助費 

・高校教育振興基金積立金 

 ◇東藻琴高等学校実習事業 １４，９０１ ・実習運営費 

 ◇東藻琴高等学校寄宿舎管理事業 ５，８２２ ・寄宿舎管理運営費 

幼稚園費                                                                

 ◇女満別幼稚園管理運営事業      ３０，８１７ ・幼稚園運営経費 

 ◇東藻琴幼稚園管理運営事業      ２０，２７０         同 上 

社会教育費 

 

 

 ◇生涯学習推進事業      ７，５３２

・教育文化合宿、各種講座 

・女性教育振興 

・高齢者教育振興 

・子育て支援活動 

 ◇社会教育行政運営事業        ３５７ ・社会教育委員の活動 

 ◇青少年育成事業協会補助事業     ２８，４７５ ・(財)女満別青少年育成事業協会への補助金 

 

 ◇青少年教育振興事業     １，７９３

・青少年合宿、各種研修会参加、 

・子ども会活動及び少年教育活動への補助 

・子ども放課後週末活動支援 

 ◇姉妹都市・友好町交流事業      １，８１５ ・稲城市及び氷川町との教育交流 

 

 ◇青年教育振興事業       １，４７０

・成人式 

・青年団体協議会活動への支援 

・女満別龍舞隊への活動支援 

 ◇青少年健全育成運営事業           ７９３ ・青少年健全育成指導員の活動 

 

 ◇芸術文化振興事業     １ ，１３４

・町民文化祭（文化展及び芸能祭）への活動支援 

・文化団体協議会への活動支援 

・文化財保全活動 

・文化財保護審議会委員の活動 

施設管理費          

 ◇伝承館管理運営事業        ２，４６１ ・清掃委託 

 ◇生涯学習センター管理運営事業        ４，０８０ ・清掃委託 

 ◇体育施設一般管理事業        ５，９５９ ・清掃委託 他 

 ◇農村環境改善センター管理運営事業      ９，５０３ ・指定管理委託  

 ◇体育施設管理運営事業      ７，７２０ ・武道館、屋外ゲートボール場、すぱーく、艇庫、 

スキー場、歩くスキー、多目的運動広場 

 ◇ふるさと資料館施設管理事業            １２５ ・施設管理  

 ◇山園ふるさとセンター施設管理事業            １５６ ・施設管理 

 ◇研修会館管理運営事業     １１，９５３ ・指定管理委託 

 ◇図書館管理運営事業     ３８，８２５ ・指定管理委託 

・図書、備品等整備、運営協議会委員の活動 

 ◇ゲートボールセンター管理運営事業    ６，５４６ ・指定管理委託 

-１６- 



 

 

 ◇社会教育施設整備事業        ３００ ・各種社会教育施設整備 

保健体育費                             

 

 

 ◇保健体育総務事業        ６，３４１

・体育指導員報酬 

・学校開放事業、スポーツ活動 

・体育協会への活動支援 

・スポーツ少年団への活動支援 

・マラソン大会実行委員会への活動支援 

・ウインタースポーツ実行委員会への補助 

・総合型地域スポーツクラブ支援 

・上部大会への出場経費補助 

 ◇Ｂ＆Ｇ海洋センター管理運営

  事業      ３２，０７２

・指定管理委託 

・海洋クラブへの活動支援 

・体験クルーズ参加支援 

 ◇女満別給食センター管理運営

  事業 
     ７５，３２１

・給食調理業務委託料 

・学校給食運営委員報酬 

・強化磁器食器への更新 

 ◇東藻琴給食センター管理運営 

   事業 
     ３０，８６０

・給食調理業務委託料 

・学校給食運営員報酬 

・強化磁器食器への更新 
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第２部 学校教育活動に係る反省・評価 

１  平成２３年度 大空町教育推進方針に係る反省・評価 

◇平成２３年度大空町教育推進方針は、平成２１年度からスタートした「大空町教育推進計画（平成

21～28 年度）」の実現を目指すべく、計画内容を具体的・重点化して設定したものである。 

◇大空町教育推進方針の末尾の括弧内に、「大空町教育推進計画」に示されている基本目標、基本方 

向、観点の数字を記し、それとの関わりを明らかにしてある。 

 

           ５段階評定尺度 

５（大変良かった）  所期の目的に向けた創意工夫や努力があり、成果を上げた。 

４（良かった）   若干問題はあったが、所期の目的に向けた実績となった。 

３（普通）     実施はできたが、問題・課題がある。 

２（良くない）   所期の目的に一部そった形で実施はできたが問題・課題がある。 

１（大変良くない） 所期の目的には至らず、今後一層の解決や改善努力がいる。 

 ※下の表中の【 】及び（ ）内の数値は５段階の評定尺度に基づき、各幼稚園、各小中高等学校が
実施した評価点の平均値である。 

 
 

 

平成２３年度大空町教育推進方針の反省・評価（学校教育関係分） 

 

１ 確かな学力の定着と自立する生き方を育む教育活動の充実を図る（基本目標１～基本方向１，２） 

【3.43】 

 〈具体的方策〉 

（１） 授業改善、児童生徒による授業評価、放課後学習などによりわかる喜びを味わわせ、確かな学力

の定着を目指す。（観点１）                                       （3.50） 

〈評価〉①園児の実態や育てたい力、保育内容の共有に努め具体的な実践が展開できた。 

    ②指導方法工夫改善によるチームティーチングなどを活用し、指導の充実が図られ

た。 

    ③学力向上に向け、授業改善や放課後学習などの個別指導、家庭学習の定着を進め

てきた。 

    ④外部指導者、巡回指導教員、外国語指導助手の活用により細かな指導と支援がで

きた。 

    ⑤学力向上策として、昼休みでの定期テスト対策学習、チャレンジテスト、英検や

漢検の実施、家庭学習の習慣化等の取り組みを行っているが、全体の学習量とし

てはまだまだ不足している。 

（２） 家庭と連携し、発達段階に応じた家庭学習習慣の定着を図る。（観点１）         （2.86） 

〈評価〉①少人数小規模の特性を生かし、個に応じた指導を充実させることができた。 

    ②学力向上については、今後も大きな課題である。特に、繰り返し学習や家庭学習

の強化を図る必要がある。 

（３） 全国標準学力検査により学習の定着度を検証し、学習意欲の喚起や授業の改善・充実に活か

す。（観点１）                                                （3.50） 

〈評価〉①学力の向上は少しずつ好転しているが、上位児と下位児の差がみられる。 
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    ②基礎的・基本的な内容を確実に身につけさせる指導、研修を行なう授業改善が必

要である。 

（４） コミュニケーション能力の育成を図るため、音読や発表力を重視する。（観点２）   （3.71） 

〈評価〉①今年度の重点・研究課題である「伝える力」の育成に組織的に取り組めた。 

（５） 個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成など特別支援教育の充実を図る。（観点３）  

  (3.50） 

〈評価〉①特別支援教育は、情報を共有し、関係機関とも連携し、対象園児の成長につながる

ことができた。 

       ②平成２４年度からの特別支援学級対象児童に対し個別の指導を行い、指導内容及

び指導体制の準備を進めた。 

      ③美幌療育病院の協力により、専門的な指導をすることができた。 

      ④個別の指導計画は、有効活用されているが、個別の教育支援計画の作成が課題で

ある。 

      ⑤幼稚園・保育園から小学校へ、小学校から中学校へ進む対象校による小規模な特

別支援連携協議会を行うことで、対象児童・生徒の情報の共有を図ることができ

た。 

      ⑥パートナーティーチャーの利用を増やすことにより、養護学校の先生による経過

観察、指導を得ることができた。 

（６） 各校種におけるキャリア教育に係る学習内容を整理し体系化する。（観点８）      （3.50） 

〈評価〉①キャリア教育について、ゲストティーチャーとして漁師や農家の方から話しを聞く

機会を持てた。 

    ②各領域の学習において６年間で職業観や将来への夢につながるキャリア教育を実施

した。 

    ③キャリア教育については、総合的な学習の時間において魅力ある学習活動となって

いる。 

 

２ 豊かな心と健やかな体を育む教育活動の充実を図る。（基本目標２～基本方向３，４）      【3.61】 

 〈具体的方策〉 

（１） 道徳の時間の授業公開や基本的な生活習慣や規範意識の醸成など、道徳教育の充実を図る。 

      （観点10）                                               （3.43） 

〈評価〉①日常の言葉づかい、園児への言葉かけ、読み聞かせの実践等により温かい雰囲気の

醸成ができた。 

    ②幼児期の基本的な生活習慣の育成に向けて、幼児の実態把握と分かりやすい指導に

努めた。 

③「道徳の時間」を中心に校内研究を進め、「心のたくましさ」の醸成を図ることが

できた。 

    ④道徳の時間の授業公開や年間指導計画の改訂を実施できた。 

（２） 町の図書館との連携により児童生徒の読書量の増進を図る（観点11）             （3.63） 

〈評価〉①学校図書室のリニューアルを行ったことや台本版を図書室におくことで、図書室に

行く機会が増え、貸出量も増えた。 

    ②図書館職員の協力のもと、図書コーナーの環境整備を行った。各学級において読書

指導を充実させ、休日や長期休業中の読書のみに限らず、学校での読書（朝読書、

隙間の時間の読書）の習慣ができた。 
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    ③生徒の読書量は年々向上している。 

（３） いじめや不登校などの問題行動の未然防止・早期解決に努める。（観点13）       （4.00） 

〈評価〉①いじめアンケートの定期的な実施や個別対応を速やかに行うとともに、学校全体の

問題として捉え情報を共有しながら児童の問題行動の未然防止､早期解決に努めた。

     ②いじめや問題行動の発生時には、保護者や関係機関との連携を重視している。 

（４） 学校における遊びや体育の充実及び家庭における運動の奨励により、子ども達の体力づくりを推

進する。（観点14）                                            （3.50） 

〈評価〉①体力の向上では全体的に運動不足を感じる。子どもたちに不足している運動能力と

取り組むべき内容を確認し実施することが必要である。 

    ②休み時間や放課後を利用しての「なわとび」運動を奨励している。 

 （５） 学校・家庭・地域と連携して「早寝・早起き・朝ごはん」など、子ども達の基本的な生活習慣 （生活

リズム）の確立に努める。（観点15,25）                                （3.50） 

〈評価〉①生活習慣の改善について、家庭と連携して取り組んでいく必要がある。 

    ②園だより、学年学級だより、保健だよりで生活習慣定着の啓発に努めている。 

 

３ 信頼に応える学校づくりを推進する。（基本目標３～基本方向５，６）                  【3.79】 

 〈具体的方策〉 

（１） 学校評価（自己評価・児童生徒評価・学校関係者評価など）をもとに学校改善を図るとともに、結果

の公表により開かれた学校づくりを推進する。（観点18）                     （4.13） 

  〈評価〉①各評価について保護者、学校関係者に公開し、幅広く意見をいただき学校改善に努

めた。 

②学校評価の評価項目を変更するとともに、改善策を明確にした総括表を作成するこ

とができた。 

（２） 幼稚園・保育所と小学校、小学校と中学校の接続をスムーズにするとともに、異年齢の子ども達の

経験を広めるため、幼・小・中・高校間及び同校種間の連携や交流を推進する。（観点19）（3.38） 

 〈評価〉①幼稚園児と小学１・２年生、高校生との交流を続けている。また、中学校に６年

生の授業の様子を見学してもらい連携・交流を図った。 

     ②幼・小・中・高の連携については、今後さらに充実させていく必要がある。 

（３） 学校教育指導を生きたものとするため、授業公開や全体協議の充実を図る。（観点21,22） 

（3.88） 

 〈評価〉①管内研究大会会場園として、幼小の連携など幼稚園の課題に向け研修を深めた。

②学校教育指導では、研究主題に沿った授業の公開に努めた。 

     ③管内規模の外国語活動推進研修会を公開授業で開催することができた。 

（４） 大空町学校教育研究会の活動などを通して、学校間における授業交流（公開研究会）や教職員の

交流を推進する。（観点22）                                      （3.75） 

 〈評価〉①２年次計画で道徳の時間を研究し、管内公開研究会（道徳）を実施。理論研究は

もとより授業実践を通し、授業改善を図りながら研究を深めることができた。 

     ②園内研修、学校教育指導、各種研究会・研修会の参加を通じて、実践的な指導力

が磨かれた。 
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４ 地域全体で子どもを守り育てる体制づくりを推進する。（基本目標４～基本方向７，８）      【3.78】 

 〈具体的方策〉 

（１） 預かり保育に係る教育課程を充実する。（観点26）                      （4.50） 

〈評価〉①日常の保育活動と預かりの保育活動のつなぎを確かにするように努めた。 

（２） 幼保の連携を図り、実質的に一元化体制の充実を図る。（観点26）               （3.00） 

 〈評価〉①幼稚園と保育園との連携は図られているが、一元化は今後の課題である。 

（３） 就学前の親子に対する子育て支援開放事業を充実する。（観点27）              （4.00） 

〈評価〉①子育て支援開放授業は、毎回創意工夫をして実践することができた。 

     ②家庭教育相談員を配置し、子育てに関する情報提供や相談対応、児童クラブ指導

員と連携し、子育てを支援する各種講座を実施した。 

（４） ＰＴＡや関係機関と連携して児童生徒の安心・安全な環境づくりを推進する。（観点30）（3.63） 

 〈評価〉①ＰＴＡと学校の連携がとれた学校運営となっている。 

②下校時の巡回指導は、ＰＴＡの協力のもと行われている。 

     ③ＰＴＡや各種関係機関とは、今後も積極的に連携強化を図る必要がある。 

     

 

２ 各幼稚園、各小中高等学校における反省・評価 

  各幼稚園、各小中高等学校における教育活動は、それぞれの園や学校で策定している学校（幼稚 

園）経営計画及び教育課程に基づき展開されている。 

  また、各幼稚園、各小中高等学校においては、年度末に「大空町学校評価システム」に基づいた 

学校評価（教職員による評価、児童生徒による評価、保護者等学校関係者による評価）を実施し、 

その結果に基づき次年度に向けた改善がなされている。 

  各幼稚園、各小中高等学校からは、年度末に学校評価結果が報告書として提出されているので、 

ここでの報告は割愛する。 
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第３部 社会教育活動に係る反省・評価 

    〈評価の仕方〉 

５段階評定尺度 

 ５（大変良かった）  所期の目的に向けた創意工夫や努力があり、成果を上げた。 

 ４（良かった）      若干問題はあったが、所期の目的に向けた実績となった。 

 ３（普通）          実施はできたが、問題・課題がある。 

 ２（良くない）      所期の目的に一部そった形で実施はできたが問題・課題がある。 

 １（大変良くない）  所期の目的には至らず、今後一層の解決や改善努力がいる。 

       ＊下の表中の【 】内の数値は、５段階の評定尺度にもとづいて実施した（ ）内の評価点 

 の平均値である。 

１ 平成２３年大空町教育推進方針に係る反省・評価 

   平成２３年度大空町教育推進方針は、平成２１年度からスタートした「大空町教育推進計画（平成

21～28 年度）」の実現を目指すべく、計画内容を具体化・重点化して設定したものである。 

    大空町教育推進方針の末尾の括弧内に、「大空町教育推進計画」に示されている基本目標、基本   

方向、観点の数字を記し、それとの係わりを明らかにしてある。 

 

平成２３年度大空町教育推進方針の反省・評価（社会教育関係分） 

 

１  地域全体で子どもを守り育てる環境づくりを推進する。（基本目標４～基本方向７，８）    

                                      【3.57】 

  〈具体的方策〉 

 ① 家庭や地域の教育力の向上を目指し事業の充実を図る。（観点25,29）           （3.65） 

 ② 体験や研修を通し、自然や地域について学ぶ機会の充実を図り、一層の連携し交流を促進する

。（観点28）                                                             （3.33） 

 ③ 様々な活動に協力いただけるボランティア体制の推進を図る。（観点29,32）    （3.57） 

④ 大空町青少年健全育成町民会議を中核として組織間の連携強化を図る。 

（観点28,30）                                                             （3.33） 

  ⑤ 「子ども１１０番の家」の見直しを行い、子どもを守り育てる環境づくりに努める。 

（観点30）                                                    （4.00） 

  〈総括的な反省・評価〉 

   ①姉妹都市、友好町交流事業の在り方について実行委員会等と協議重ねることができ、今後も、

児童生徒間交流や体験活動の充実等、有意義な研修の為実行委員会と協力して進めていく必要

がある。 

②青少年健全育成指導員により、子ども１１０番の家の継続実施を確認することができた。今

後も、通学路や危険個所におけることも１１０番の家の発掘に努めることとする。 

２ 豊かな学びをつくる生涯学習及び学校・地域社会と連携した社会教育活動を推進する。       

（基本目標５～基本方向９，１０）                      【3.62】 

 〈具体的方策〉 

  ① 学習や事業に対する意見・要望等を把握し、主体的な学習や学習成果の活用に活かす。 

      （観点31）                                                         （3.29） 

  ② 両地区で行われてきた各種事業や団体活動等の課題を整理し、全町的な視点からの解決を探る
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  。（観点33）                                                                （3.47） 

 ③ 社会教育施設の適正な維持管理を図る。（観点35）                       （4.00） 

 ④ 読書活動及び図書館活動の充実を図る。（観点11,34）             （3.75） 

  〈総括的な反省・評価〉 

   ①生涯学習奨励員においても町民大学の企画等を通じ、引き続き住民ニーズの把握に努めてい

ただく必要がある。 

②早い段階において統合している団体においては、役員分担や事業の割り振り等が固まりつつ

ある。今後は、自主自立を促しながら継続して支援していく必要がある。 

３ 芸術・文化・スポーツ活動を推進する。（基本目標５～基本方向１１，１２）      【3.47】 

 〈具体的方策〉 

   ① 両地区の歴史や文化等を知るための事業を展開する。（観点36）               （3.50） 

   ② 郷土資料・遺跡巡りなど、住民が主体となる事業を展開する。（観点36）       （3.50） 

  ③ 地域住民や民間組織が、芸術・文化活動に自主的・主体的に係わることのできる仕組みづくり

を推進する。（観点37）                                                    （3.00） 

   ④ 地域住民がスポーツ活動を行うことのできる機会や場を提供する。（観点39）  （3.35） 

     （観点39） 

   ⑤ 社会体育施設の計画的な整備を図る。（観点41）                       （4.00） 

〈総括的な反省・評価〉 

   ①町民芸能祭が地区毎に開催されているが、出演者の交流はもとより、観客についても今まで

以上に両地区の交流が図られた。 

②スポーツ教室等の開催スケジュールを、早いうちから周知する体制をとる必要がある。 

③多くの町民が参加できる、町民参加型の事業環境等の体制づくりが必要である。 

④総合型スポーツクラブ参加者とって有意義な活動であり、指導者も積極的に指導されている。

 

２ 平成２３年度社会教育推進計画に係る反省・評価 

    大空町教育推進計画の具現化を目指して平成２３年度社会教育推進計画を作成している。下

記の枠内で示すように大きく５つの領域で事業を構成し推進している。 

  

① 生涯学習推進事業      ～ ６つの大事業・16の中事業・その他小事業で構成 

 ② 家庭教育・子育て支援事業 ～ ２つの大事業・５つの中事業・その他小事業で構成 

 ③ 青少年健全育成事業    ～ ３つの大事業・８の中事業・その他小事業で構成 

 ④ 芸術文化振興事業      ～ ２つの大事業・４つの中事業・その他小事業で構成 

 ⑤ 保健体育振興事業      ～ ２つの大事業・８つの中事業・その他小事業で構成 

 

◇本計画の位置づけ 

    大空町教育推進計画に基づく、平成２３年度に実施する各事業をＡ（目的やねらい）・Ｐ

（計画）・Ｄ（実施）・Ｓ（評価）・Ｉ（改善）のマネジメントサイクルの段階ごとに体系

的に区分し、事業推進の指標として位置づける。 

◇評価の活用 

     平成２３年度の反省・評価の結果明らかにされた改善点等を次年度の推進計画の策定に反

映させる。 
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平成２３年度の反省・評価結果の概要 

 

◇各事業内容の詳細については「平成２３年度大空町教育経営計画書『大空町の教育』」をご参照ください。 

 ☆表中、総合判定《 》の数字は事業の総合的な評価ですが、これは各〔 〕内の数字の平均点です。 
     〔 〕の数字は、大事業［１、２・・・］の評価ですが、これは各〈 〉内の数字の平均点です。 
          〈 〉の数字は、中事業［(1)、(2)・・・］の評価ですが、これは各（ ）内の数字の平均点です。 
          （ ）の数字は、小事業［①、②・・・］の評価です。 
 

１ 生涯学習推進事業  総合判定 《３．３３》 

  〔基本方向９ 豊かな学びをつくる生涯学習の推進〕 

  〔基本方向１０ 学校・地域社会と連携した社会教育活動の推進〕 

１ 成人教育（講座） 〔町民の自主的な学習活動を支援する〕〔３．００〕 

 (1) 大空町民大学〈3.00〉 

 (2) 公民館講座〈3.00〉 

 

《総括的な反省・評価》 

  ① 町民の学習要求に応じた学習機会の提供、学習情報の提供することが必要である。一貫したテーマに基づいてつ

ながりのある内容とすることが望ましい。 

 ② 郷土の歴史を展示資料だけで学ぶのではなく、体験を通して学ぶことができ、また地域の人材を講師として活用

する有効な事業であった。 

 

２ 高齢者教育 〔高齢者が自ら学び、心豊かで健康に過ごし、社会参加できる活動を支援する〕〔４．００〕 

 (1) 大空町ことぶき大学〈4.00〉 

 (2) 高齢者リーダー養成事業〈4.00〉 

 

《総括的な反省・評価》 

 ① 授業や活動を通しての「教養」や「能力」の修得の場、参加による「出会い」や「交流」の場として大きな役割を

担ってきた。高齢者をめぐる社会環境が変化してきており、魅力あるプログラム作成と自ら運営に参画できる内容

にしていく必要がある。 

 ② 清里町で開催されたリーダー研修では、頭を使う内容でリーダー育成のために参考となる良い内容であった。 

 

３ 各種団体育成事業 〔各種団体の主体的な学習や積極的な地域活動を支援し育成する〕〔３．９１〕 

 (1) 女性団体育成事業〈3.75〉 

   ①大空町女性のつどい(4)   ②友愛セール(4)   ③大空町女性研修(4)   ④女性団体への支援(3) 

 (2) ＰＴＡ育成事業〈4.00〉 

 (3) 教育文化合宿誘致事業〈4.00〉 

 

《総括的な反省・評価》 

 ① 地域課題など様々なニーズに応えられるような事業企画と会員の参加を促すため、関係課との連携を図る必要があ

る。 

② 今後も各種研修活動の充実のために支援していく必要がある。 

 ③ 合宿誘致をするに当たり、助成基準の見直しを行うとともに、新たな誘致に対する取組について検討をすると共に、

既存団体の継続に向けた取り組みへの検討も必要がある。 
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４ 学社連携（融合）・人材育成事業  〔各種講座の開設を通して、町民の学習活動を充実する〕〔２．８３〕

 (1) 姉妹都市・友好町交流事業〈3.50〉 

   ①稲城市児童交流(4)    ②氷川町生徒交流(3) 

(2) 人づくり研修事業〈3.00〉 

 (3) 人材バンクの設置〈2.00〉 

 

《総括的な反省・評価》 

 ① 稲城市児童交流は、事業実施20年目を迎え、事業の在り方について協議を重ね、子どもたちの有意義な研修のため

努力したいという意見を実行委員会からいただいている。今後、児童館交流・体験活動の充実と東藻琴小学校のＰ

ＴＡ参画についても協力して進めていく必要がある。 

 ② 参加者が少ない状況である。相互ホームスティを基本としており、双方の人数バランスが悪かったが実施すること

ができ、参加者達にとっては貴重な体験となった。次年度以降も総合ホームスティが実施できるよう進める必要が

ある。 

 ③ 同種の事業を統合し、「大空町元気づくり応援事業補助金」として一元化を図った。 

 ④ 人材の了承を得て、台帳として整理して行く必要がある。しかし、一方で住民ニーズがどの程度あるのかの調査も

していく必要がある。 

 

５ 図書館活動 〔町民の読書活動や学習活動の促進に努める〕〔３．７５〕・・・ 指定管理者への委託事業 

 (1) 図書館読み語り会〈3.00〉 

 (2) 読書普及活動〈4.00〉 

 (3) ボランティア活動〈4.00〉  

(4) 利用促進活動〈4.00〉 

 

《総括的な反省・評価》 

 ① 参加者が固定化しているため新規の参加者を促す必要がある。 

② 引き続き幅広い年齢層の参加を促す必要がある。 

 ③ 参加者が参加しやすい開催時期の検討や調整が必要であり、ボランティア参加者を広く募集する必要がある。 

④ 子どもの読書離れからも図書館利用を促すための小・中・高校生参加者の為のニーズにあった事業内容を展開す

る必要がある。 

 

６ 生涯学習啓発（事業） 〔町民の学習意欲を喚起するため、情報発信と相談活動を充実する〕〔２．５０〕 

 (1) 生涯学習広報誌の発行〈3.00〉 

 (2) 生涯学習相談〈2.00〉 

 

《総括的な反省・評価》 

 ① 町広報誌との一元化となり、更に町広報との記事の調整が必要である。  

 ② 学習相談については、必要に応じて不定期に行われるものであるが、複数の団体を抱えており、十分な対応がなさ

れない場合もあった。事業の精査及び団体の自立・育成が必須である。 
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２ 家庭教育・子育て支援事業  総合判定《３．０７》 

  〔基本方向７ 家庭の教育力の向上や幼児教育の充実〕    

１ 家庭教育・子育て支援事業 〔行政、関係機関等が連携して、学習資源や情報のネットワーク化に努める〕 

                                    〔３．１５〕 

 (1) 家庭教育支援基盤形成事業〈3.60〉 

   ①家庭教育支援チームの設置(4)    ②子育てサポーターリーダーの養成(3) 

   ③子育て・親育ち講座の実施(4)  ④家庭教育推進協議会の設置(-) 

 (2) 子育て機能強化推進事業〈3.00〉 

 (3) 家庭教育相談事業（家庭教育相談員の配置）〈3.00〉 

 (4) 子育て支援ネットワーク充実事業〈3.00〉 

 

《総括的な反省・評価》 

 ① 児童クラブ指導員と家庭教育相談員、事務局が連携して家庭教育に関する情報提供や相談対応を積極的に実施し

たが、更に子育てに関する情報共有、連携を図る必要がある。 

 

② 子育て支援講座に参加した親たちの仲間づくりの場から、自主的な学習活動へつながるような事業展開に取り組む

必要がある。 

③ 参加したくてもできない親、興味関心のない親にも取組を知ってもらうべく、より積極的に情報を発信していく必

要がある。 

④ 人間関係の希薄化や核家族化等により家庭教育の低下を招いている今日、子育てに関する相談業務や子育て支援講

座を通し、子育てに関する細かなアドバイスが必要となっている。 

 

２ 家庭教育・子育て支援情報の発信 〔町民の読書活動や学習活動の促進に努める〕〔３．００〕 

 (1) 各種支援情報の発信〈3.00〉 

 

《総括的な反省・評価》 

 ① 家庭教育の手引きについて、各種講座及び広報媒体を活用した周知はしているが、活用が図られている状況では

ない。一層の活用方策を検討する必要がある。 

 

 

３ 青少年健全育成事業   総合判定《３．６９》 

  〔基本方向８ 地域で子どもを守り育てる環境づくりの推進〕 

１ 少年社会体験活動 〔少年少女の健全育成を願い、各種の社会体験活動やリーダー育成に努める〕  

                                        〔３．８３〕

 (1) 放課後子どもプラン推進事業（＝放課後子ども教室）(文部科学省委託事業)〈4.00〉 

 (2) 子ども会活動支援〈3.66〉 

     ①子ども七夕まつり(4)   ②子ども会ミニ運動会(4)   ③子育て合宿(-)   ④子ども会への支援(3) 

 

《総括的な反省・評価》 

 ① 放課後子ども教室は、女満別・東藻琴地区の現状を踏まえて、それぞれの地区にあった放課後子どもプラン推

   進事業を展開してきた。子育て支援センターや児童センター事業とも連携し、今後も実施して行くことともに

  現場の意見を事業に反映させていく必要がある。 
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 ② 子ども会は、児童数の減少により単位会としての活動がますます難しくなってきている。両地区の事業に偏り

が見られ、バランス良く事業が展開できるよう支援していく必要がある。 

 

２ 青年社会体験活動 〔青年の健全育成を願い、各種の社会体験活動やリーダー育成に努める〕〔４．００〕

 (1) 成人式〈4.00〉 

 (2) 青年団体への支援〈4.00〉 

 

《総括的な反省・評価》 

 ① アトラクションでは青年団体から団体活動の紹介や司会、進行を務め、式に同年代が関わることで会場は和や

かな雰囲気が作られた。 

 ② 近年青年活動に参加する若者が減少にあることから、成人式でアトラクションに協力し、活動をＰＲすること

ができた。ハローサンタ事業も町民へ広く浸透してきている。次年度は管内の会長を担当することとなり、協

議のできる場の確保について支援して行く。 

 

３  青少年健全育成活動 〔青年の健全育成を願い、補導・指導活動や団体との連携活動及び相談事業を行う〕

                                                                             〔３．２５〕 

 (1) 補導・指導活動〈3.00〉 

 (2) 各種団体活動への支援・指導〈3.00〉 

 (3) 各種育成団体との連携〈3.00〉 

 (4) 教育相談事業〈4.00〉 

 

《総括的な反省・評価》 

 ① 関係機関等との連携した取組について、今後も継続した取組が必要である。街灯や看板の設置状況、危険箇所

  の洗い出しが必要である。 

 ② 青少年の取巻く環境は日々変化しており引き続き問題等について協議する必要がある。 

 ③ 不登校児童生徒指導報告書による状況調査と学校訪問を実施し、学校の取組を支援した。今後も不登校・いじ

め・問題行動等に関して学校等と緊密に連携を図り教育相談業務を推進していく必要がある。次年度からは学校

支援地域本部事業地域コーディネーターが担当する。 

 

 

４ 芸術文化振興事業  総合判定 《３．１２》 

  〔基本方針１１ 芸術・文化活動の推進・充実〕 

１ 芸術文化振興事業 〔町民の文化活動への参加及び芸術文化鑑賞の拡大を図る〕〔３．７５〕 

 (1) 町民文化祭〈3.50〉 

(2) 文化団体への支援活動〈4.00〉 

 

《総括的な反省・評価》 

 ① 展示部門においては、東藻琴・女満別同日開催としたが大きな混乱は無かった。また、芸能発表部門について

は両地区の交流を推進し、地域の活性化を図る観点からも有益な事業であると考える。次年度以降も両地区同

様の音響・オペレーター等の環境での開催が必要である。 

 ② 今年度は５年に一度の道民芸術祭の当番町となり展示・舞台両部門を開催した。団体の自主的な活動を助長す

るとともに、更なる発展のための支援が必要である。 
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２ 文化財保護活動 〔文化財保護・管理のため調査及び普及活動に努める〕〔２．５０〕 

 (1) 文化財保護管理事業〈3.00〉 

 (2) 文化財調査研究審議事業〈2.00〉 

 

《総括的な反省・評価》 

 ① 両地区の資料館に保管されている郷土資料等について、もっと町民に郷土の資料を知ってもらうためにも、町

民がより目にすることができる環境づくりを検討が必要である。 

 ② 両地区にある文化的価値のある財産について、どのような財産を後世へ受け継ぐことが望ましいのか検討調査

する必要がある。 

 

 

５ 保健体育振興事業  総合判定 《３．７３》 

    〔基本方針１２ 活動の振興に努める健康づくりやスポーツ活動の推進〕 

１ 社会体育振興事業 〔各種大会や教室、講座等の開催を通じて町民の健康増進とスポーツに対する関心・意

             欲を喚起する〕                        〔３．４６〕 

 (1) 町民スポーツ大会〈3.25〉 

①第６回町民ソフトボール大会(3) ②第６回町民ミニバレーボール大会(3) 

③第６回３００歳交歓バレーボール大会(3) ④スポーツ縁日(4)  

 (2) 少年少女スポーツ大会〈3.00〉 

     ①少年少女水上運動会(3) 

 (3) その他スポーツ大会〈3.40〉 

     ①ジェットラインさわやかマラソン大会(4) ②もとこ山ふきおろしマラソン大会(4) ③東北海道６人制バ

    レーボール選手権大会(3) ④Ｂ＆Ｇ会長杯武道場落成記念剣道大会(4) ⑤女子バレーボール大会(2) 

 (4) スポーツ教室開催事業〈3.24〉 

  《少年少女スポーツ教室》〈3.66〉 

     ①小学生水泳教室(4) ②スキー教室(3)  

  《一般成人スポーツ教室》〈3.00〉 

   ①水中エアロビクス(3) ②水中運動教室(3) ③やさしい水中運動教室(3) ④アクアエクササイズ教室(3) 

⑤ボディーメイクストレッチ教室(3) ⑥アクアウオーキング教室(3) 

  《中高年スポーツ教室》〈3.00〉 

    ①生き活き教室(3) 

  《全町民対象スポーツ教室》〈3.33〉 

    ①スポーツ体験教室（ミニテニス教室）(3) ②スポーツ体験教室（キッズアスレチック）(4) 

③やさしい水中運動教室（町民スポーツ教室）(3)  

 (5) スポーツ大会派遣事業〈3.00〉 

    ①Ｂ＆Ｇ全道剣道スポーツ大会(3)  ②Ｂ＆Ｇ全道水泳スポーツ大会(－) 

 (6) 総合型地域スポーツクラブ支援事業〈5.00〉 

(7) スポーツ振興団体の育成〈3.33〉 

   ①体育協会育成(3)  ②スポーツ少年団育成(3) ③その他団体育成(4) 

 

《総括的な反省・評価》 

 ① 町民スポーツ大会については、参加チームが一定してきている。ソフトボール大会は雨天順延によりチーム数

が減少となった。延期での開催は自治会及び運営にも様々な支障を生んだことから延期の可否については今後
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検討する必要がある。 

 ② スポーツ縁日は、地元の各団体や、大学、北海道と連携し開催できたことでイベントとしても浸透してきた。

今後も引き続き各団体や機関と連携し開催する。お祭りのように賑やかなだけではなく、スポーツすることの

楽しさを伝えて、イベント後もスポーツに関心を持ってもらう工夫が必要である。 

 ③ 少年少女水上運動会は、周知方法を再検討するとともに、低学年の参加が多いことから実施種目の検討も必要

である。 

 ④ ジェットラインさわやかマラソン大会は、球場内コースを変更し改善が図られたが、路上コースの安全対策の

検討が必要である。臨時駐車場用地を民間から貸して頂いたが、周知をさらに徹底する必要がある。 

 ⑤ もこと山ふきおろしマラソン大会は、スタート時間を変更し、各コース間の選手同士の交差を抑制したが、ゴ

ール地点が多少混雑したため、ゴール地点でのランナーの誘導を再検討する必要がある。運営について住民参

加の大会となるよう検討が必要である。 

⑥ 東北海道６人制バレーボール大会は、バレーボール協会が率先して開催している状況であり官民の連携が図ら

れている。バレーボールの町として位置付ける貴重な大会であり、今後継続のため、協会の若手育成が重要と

なる。 

 ⑦ 一般成人スポーツ教室では、参加者の減少が目立つことから、幅広い年代の参加と参加しやすい時間の開催も

含め周知の方法等を検討する必要がある。 

 ⑧ 全町民対象スポーツ教室では、町内体育団体との連携による計画的な年間通してのスポーツ教室の実施が必要

である。オホーツク教育局との共催で開催したキッズアスレチックでは、子どもを中心に大人まで楽しんで運

動できる専門的なプログラムを実施することができた。 

 ⑨ スポーツ大会派遣事業では、全道レベルの大会に参加し高度な技術の会得ができた。両センターのチームが参

加しお互いの親睦・交流が図ることができた。 

 ⑩ 総合型地域スポーツクラブ支援事業では、現在豊住地区のみの活動であるが、他の地域へのスポーツの普及も

できるよう検討を行ない、他の地域にクラブ設立を行なえるよう啓発を行なう。 

⑪ 体育協会及びスポーツ少年団の育成については、平成２４年度からの統合により、両地区の活動が停滞しない

よう協会運営に助言を行なう。 

２ スポーツ合宿誘致事業 〔大学等の合宿誘致を通して、町民のスポーツに対する関心を喚起する〕 

                                             〔４．００〕

  (1) バスケットボール合宿〈4.00〉 

 

《総括的な反省・評価》 

 ①クリニックの開催で参加した子ども達のバスケットボール技術の向上と関心が高まっている。また、 厳しい経

済状況のなか近年国内の３大学の誘致を維持しているが、さらに参加チームの誘致が課題であり、大学のみなら

ず、企業や高校生チーム等も視野に入れた合宿の受入も検討する。 
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